
 

令和７年度 小谷村教育委員会９月定例会 会議録 

 

◎開催日時 令和７年９月２５日 （木） 

      開会：16 時 30 分     閉会：17 時 15 分 

 

◎開催場所 小谷村教育委員会  相談・応接室 

 

◎出 席 者  教 育 長     関  芳明 

       教育長職務代理者 太田 久吉 

教育委員     片山 弥生 

  教育委員     松澤 彰一 

 教育委員     深澤 和子 

 

◎傍 聴 者   な し 

◎職務のため出席した者  教育課長 佐藤 孝行 

 

１ 開 会 （16：30） 

〇教育長 令和７年度小谷村教育委員会９月定例会の開会を告げる。 

   これより９月の定例教育委員会を始めさせていただきます。 

      

２ 日程の報告 

 日程第１ 前回会議録の承認 

〇教育長  日程第１ということで、前回会議録の承認になりますが、事前に会議録を送付

させていただきましたが何か修正点などございましたでしょうか。  

《特になし》  

ありがとうございます。では、送付したものを会議録とさせていただきますので宜

しくお願いいたします。 

〇出席委員  一同了承 

 

日程第２ 教育長事務報告 

〇教育長  日程第２、教育長事務報告ですが次第の裏面に記載させていただいておりま

す。８月２６日の定例教育委員会から、本日の定例教育委員会まで記載しております。

何かございましたら、後でご質問等あればお答えします。  

  

日程第３ 報告及び協議 

〇教育長  児童生徒の様子ですが、９月 20 日に保育園運動会開催されました。小雨があ 

りましたが開始時には雨があがり、種目の時間は短縮しましたが、予定していたプロ 

グロラムは実施することができました。 

  資料 1 の 9 月定例議会一般質問で教育委員会の答弁した分を添付させていただきまし 

た。今回 2 人からご質問を受けまして、横澤議員からは、中学校の部活動地域移行に 



 

ついてと、奨学金の質問をいただきました。中学校の部活動については、令和７年度 

末で休日の部活動については地域へ移行、令和８年度末で平日の部活動の移行を慎重 

に進めたいと答弁させていただきました。現在、中学校の部活動は吹奏楽、スキー、陸 

上部があり、スキーについては地域の方が関わっていますので移行はできると思いま 

すし、陸上は全ての種目ではありませんが、地域の方が指導していただいています。 

年内には関係者を含めて会議を開催して調整していきたいと思います。奨学金制度に 

ついては、基金は 70,000 千円とありますが、令和 6 年度末で運用できる額は約 56,000 

千円で、貸与した期間から一年空けて倍の期間で償還していただくようになっていま 

す。課題はありますが、使いやすいよう検討していくと答弁させていただきました。  

  教育委員の方から奨学金制度についてご意見あればお願いします。  

 〇太田職務代理者 満額貸与すれば月の償還はいくらですか。 

 〇教育長  月額貸与となっていて、貸与者により返済も異なります。  

 〇教育課長 貸与者により月額 5 万円、8 万円など貸与しています。 

 〇教育長  8 万円貸与すると、月額 4 万円の償還となっていて償還額が大きいことも 

  あり、利用に繋がらないのかも知れません。 

 〇深澤委員 償還方法、半額免除は規程により取り扱われているとのことですが、基金の 

運用が可能なら大学院、留学生の貸与はできませんか。 

 〇教育課長 規程には明確化されていないので、今後、検討は必要かと思います。  

 〇松澤委員 償還の期間を長くすることも良いと思います。 

 〇教育長  学生支援機構の償還期間は長いと思います。償還期間が長くなれば、資金 

  繰りが難しい年があるかも知れませんが、三倍に償還期間を延ばしても良いかと思い 

ます。 

 〇深澤委員 資金に余裕があれば、貸与しやすく、返済しやすいように運用していただ 

きたいと思います。教育ローンは利息がありますし、利息なしはありがたいです。  

 〇教育長 質問いただいた点を含めまして検討していきたいと思います。  

 〇教育長 曽根原議員からは、保育園の関係で保育士配置基準、施設基準の質問がありま 

  した。保育士は配置基準により対応していて、配慮の必要な子どももいますので、各ク 

ラス 2 名体制で保育をしています。保育士の確保は課題ですが、引き続き、多方面で情 

報を得ながら進めたいと思います。 

 〇深澤委員 待機児童はいますか。 

 〇教育長  今はいません。３歳～５歳児は対応できていますが、未満児が大勢になる 

と、部屋の関係で支障があると思いますが、現在は対応できています。来年から、子ど  

も誰でも通園制度が始まります。社会と関わりを持ちながら進めて行くという中で、一 

定の時間、子どもを預かる制度で、今考えているのは、日程を決めて、通園者を割り振 

りさせていただき進めていきたいと考えています。質問事項 2 の不登校の支援につい 

ては、今年の４月から小学校にサポートルームを設置して、教育支援コーディネーター 

を常駐させて、学校に通えない子ども、学校までに来ても教室に入れない子どもの時間 

を過ごしてもらうように対応していると答弁させいただいています。一般質問の関係 

で何かありましたらお願いします。 

 〇深澤委員 部活動の関係で、民間指導者の報酬はどこから支払いされていますか。  



 

 〇教育長  県の補助金で一定の基準があり、教育委員会から支払いしています。 

 〇深澤委員 部活動以外で活動している総合型地域スポーツクラブ員は、中体連の大会 

へ個人的に参加しているということですか。 

 〇教育長  学校の部活動以外で、総合型地域スポーツクラブで活動をしている生徒も 

中体連の大会に参加できます。 

 〇深澤委員 総合型地域スポーツクラブの指導者の報酬は支払いされていますか。 

 〇教育長  総合型スポーツクラブへ活動費として村から補助をして、全額ではありま 

せんがクラブから報酬の支払いをしています。 

 〇松澤委員 スポーツ協会からスキーに関しての支援はありますが、陸上などにも支援  

できるようにしていただきたいと思います。 

 〇教育長 今は三つの部活動しかありませんが、地域で活動しているクラブはたくさん 

ありますので、多く選択ができ地域展開できるようになればと思います。令和７年度ま 

では改革推進期間となっていまして、来年度からは改革実行期間となっていますので、 

地域展開できるように進めてまいります。 

〇深澤委員 一時預かり事業は、子どもの住所が村にないと預けられませんか。 

      子どもが二人目の出産で里帰りをしていて、上の子を預かってもらえない 

 か相談したら、子どもの住所がなくても１ヶ月半程度一時預かりを利用させていただ  

きました。出産期間の間は利用できましたが、その後、数回程の利用はできないとの 

ことでした。一時預かりに余裕があるようでしたら制度を緩和してもらえるとありが  

たいです。事業を利用してそのまま小谷に移住できるようになれば人口も増えるのか  

と思います。 

 〇教育長  里帰り出産の理由で受け入れさせていただいたと思いますが、受入れ人数、 

配置も限られているので難しい部分はあります。ご意見として伺っておきます。  

 〇教育長  資料２として、総合教育会議の次第を添付してあります。村長との懇談会  

  ということで進めさせていただきます。教育委員さんより議題があればお願いします。 

 〇深澤委員 インフルエンザの補助案内がありましたが、高校生は対象になりませんか。 

 〇教育課長 インフルエンザの補助は、大北管内は 1,000 円負担していただき、管外で接 

種の場合は、医療機関で全額自己負担してもらい償還払いしています。高校生の補助は  

ありません。 

 〇教育長  当面の予定についてですが、記載のとおりですが、質問を含めて自由討議 

をお願いしますが何かありますか。 

○出席委員 一同特になし 

 

日程第５ 次回委員会の開催予定 

○教育長  次回委員会ですが、10 月 27 日月曜日の 16 時 30 分から定例の教育委員会を行 

うということで予定していただきたいと思いますが宜しいでしょうか。 

〇出席委員 一同了承 

○教育長  閉会を告げる。  

                 (17：15） 


